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■生き物の棲みやすさ（底層ＤＯ） ※ＤＯ(溶存酸素量）とは、水に溶け込んでいる酸素の量のことです。

【状 況】
・夏季の底層ＤＯについて再生行動計画前と現在の水平分布図を比較すると、目標の水質レベル“５mg／L 以上”

の範囲は概ね同様に分布しているものの、湾奥部の港湾区域周辺では、概ね、当面の目標“３mg／L 以上”とな
っています。冬季については、海域全体で５mg／L以上となっています。

・夏季の海域・箇所別の経年変化を見ると、年による変動はみられるものの、Ａ類型海域の全域及びＢ類型海域の
神戸港沖(B-1)で若干の上昇傾向が窺えます。神戸港沖のB-1を除くＢ類型海域及びＣ類型海域では、ほぼ横ばい
に推移している傾向です。

【評 価】
・平成16～23年度までの期間(８年間)で、Ａ類型海域で若干の改善傾向が見られますが、Ｂ・Ｃ類型海域では年変動

が大きく、概ね横ばいで推移していると考えられます。
・８年程度の短期間では明確な水質改善効果の発現は難しく、引き続き施策を着実に実施していくことが重要と考え

られます。

DO[mg/L] DO[mg/L] DO[mg/L]

■水平分布図
●現在(平成19～23年度)

・冬季(12～2月)の５年平均値※

●
概ね5mg/L
のライン

概ね5mg/L
のライン

概ね3mg/L
以上

概ね3mg/L
のライン

出典）公共用水域水質測定結果

●現在(平成19～23年度)
・夏季(6～8月)の５年平均値※

●再生行動計画前(平成11～15年度)
・夏季(6～8月)の５年平均値※

※水質データは年変動が大きいことから５年平均値を採用。水平分布図は限られた測定箇所の水質データを基に作成しており、水質分布の傾向を
示したものです。

全域5mg/L以上

■夏季の海域・箇所別 経年変化

【Ｃ類型海域】 【Ｂ類型海域】

・年変動･バラツキが大きく、概ね2～6mg/Lの範囲で
横ばいに推移

出典）公共用水域水質測定結果

・神戸港沖のB-1は上昇傾向に推移

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5

【A類型海域】
A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11

再生行動計画期間 再生行動計画期間

・年変動･バラツキが大きく、概ね2～6mg/Lの範囲で
横ばいに推移

・年変動･バラツキが比較的小さく、概ね5mg/L以上
で上昇傾向に推移

・年変動･バラツキが小さく、概ね6mg/L以上の範囲で
上昇傾向に推移

再生行動計画期間 再生行動計画期間

・大阪湾に流れ込む汚れを減らす・大阪湾に流れ込む汚れを減らす
・大阪湾の水をきれいにする・大阪湾の水をきれいにする
・生き物が棲みやすい場所を増やす・生き物が棲みやすい場所を増やす
・大阪湾のゴミを減らす・大阪湾のゴミを減らす
・人と海との関わりを取り戻す・人と海との関わりを取り戻す
・大阪湾のモニタリングを充実する・大阪湾のモニタリングを充実する

大阪湾再生行動計画(H16-25)進捗状況《H25.3》

大阪湾はみんなのものみんなで大阪湾を再生しましょう！

■大阪湾再生行動計画とは…

構成団体： 内閣官房、国土交通省、農林水産省、経済産業省、環境省、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市
堺市、神戸市、(一財)大阪湾ベイエリア開発推進機構 （事務局：近畿地方整備局企画部広域計画課内 06-6942-1141（代））

大阪湾再生行動計画は、海水の汚濁・ゴミの増加、海の生き物の生息環境などの
悪化による生物多様性の低下などの大阪湾の環境の課題に対して、関係行政機関の
広域的な連携や住民・市民やＮＰＯ、学識者、企業等の多様な主体と連携・協働し
「大阪湾の再生」を目指すものです。

(推進体制)
(主な経緯)

・平成13年12月 ・・・「海の再生」都市再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

・平成15年 ７月 ・・・大阪湾再生推進会議 設立

・平成16年 ３月 ・・・大阪湾再生行動計画 策定

・平成19年度 ・・・ 中間評価 実施

・平成20年度 ・・・ 第１回改訂

・平成22年度 ・・・ 中間評価 実施
（広域連携）

市民
住民
ＮＰＯ

企業 学識者

国
地方
公共
団体

連携協働

大阪湾再生推進会議

■目標と指標

森・川・海のネットワークを通じて、
美しく親しみやすい豊かな「魚庭(なにわ)の海」を回復し、

京阪神都市圏として市民が誇りうる「大阪湾」を創出する

■具体的な目標達成のために

《「魚庭の海」イメージ》

大阪湾では21地点の環境基準点で月に１回
程度の水質調査を行っています。
調査結果をもとに、

“生き物の棲みやすさ”
“水のきれいさ”

といった観点で大阪湾を評価しています。

■生活環境の保全に関する環境基準

大 阪 湾 の 水 質 調 査

※企業や大学などとの連携による年に一度の“水質一斉調査”でも、
大阪湾の健康診断を行っています！

Ａ類型 Ｂ類型 Ｃ類型

　ＣＯＤ ・2mg/L以下 ・3mg/L以下 ・8mg/L以下

　ＤＯ ・7.5mg/L以上 ・5mg/L以上 ・2mg/L以上

環境基準水質指定　基準値
項目＼海域

C-2
C-1

C-3
B-1 B-2

B-3
C-4

B-4

A-11

A-7

A-10

A-3

B-5 C-5
A-6

A-1
A-5

A-9

A-4

A-8
A-2

（淡路島）

兵庫県

A類型海域

C類型海域

B類型海域

和歌山県

大阪府

 




